
 
 
 
 
 

     

◇
宮
司
の
柴
田
で
す
。 

昨
年
十
月
の
第
九
十
六
号

か
ら
継
続
し
て
い
た
、
毎
月
一
回
の
発
行
も
、
十
一

ヵ
月
連
続
で
途
絶
え
て
し
ま
い
、
し
か
も
遅
延
（
ち

え
ん
）
の
累
積
は
、
過
去
最
高
の
六
ヶ
月
、
と
う
と

う
半
年
と
な
り
ま
し
た
。 

な
ん
と
か
、
連
続
記
録

の
更
新
を
と
、
発
行
日
の
詐
称
（
さ
し
ょ
う
）
を
試

み
ま
す
が
、
そ
れ
さ
え
も
許
さ
れ
な
い
ほ
ど
、
消
え

ゆ
く
日
数
は
矢
の
ご
と
く
過
ぎ
去
り
ま
し
た
。 
み

な
さ
ま
、
お
待
た
せ
し
ま
し
た
、
宮
司
プ
レ
ス
百
七

号
の
発
行
で
す
。 

◇
さ
て
、
明
日
と
明
後
日
は
、
年
に
一
度
の
秋
季
例

大
祭
を
斎
行
い
た
し
ま
す
。 

こ
の
例
大
祭
の
一
番

の
御
利
益
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ

ま
す
か
。 

江
戸
時
代
の
中
期
に
、
伊
勢
の
神
宮
の

外
宮
（
げ
く
う
）
の
神
主
さ
ん
で
あ
っ
た
、
中
西
直

方
（
な
か
に
し 

な
お
か
た
）
さ
ん
は
、
宝
永
四
年

西
暦
一
七
〇
七
年
に
著
（
あ
ら
わ
）
し
た
「
死
道
百

首
（
し
ど
う
ひ
ゃ
く
し
ゅ
う
」
の
な
か
に
、 

「
日
の
本
に 

生
れ
出
に
し 

益
人
は 

 
 
 
 
 
 

神
よ
り
出
で
て 

神
に
入
る
な
り
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
詠
（
よ
）
ん

で
い
ま
す
。 

こ
の
歌
の
意
味
は
、「
こ
の
日
本
の

国
に 

    

に
生
を
受
け
た
人
々
は
、
そ
の
命
・
魂
を
氏
神
様
か

ら
受
け
た
の
で
あ
り
、
死
ん
で
か
ら
の
行
く
先
も
氏

神
様
、
祖
先
の
所
に
帰
る
以
外
に
な
い
」
と
教
え
て

い
る
の
で
す
。 

つ
ま
り
は
、
人
間
の
生
命
も
、
生

き
よ
う
と
す
る
意
志
も
、
広
く
見
れ
ば
神
様
が
、
お

与
え
に
な
っ
た
も
の
な
の
で
す
。 

 

わ
か
り
や
す

く
申
し
上
げ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
神
様
の
子
供
な

の
で
す
。 

前
述
（
ぜ
ん
じ
ゅ
つ
）
の
中
西
直
方
さ

ん
の
師
匠
で
も
あ
り
、
や
は
り
外
宮
の
神
主
さ
ん
で

あ
っ
た
度
会
延
佳
（
わ
た
ら
い 

の
ぶ
よ
し
）
さ
ん

は
、「
人
間
は
神
か
ら
神
性
（
し
ん
せ
い
）
を
受
け

て
生
ま
れ
た
存
在
だ
か
ら
人
間
の
本
性
（
ほ
ん
し
ょ

う
）
を
損
（
そ
こ
）
な
う
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
。 

誰
も
が
、
神
か
ら
賜
（
た
ま
わ
）
っ
た
本
性
（
ほ
ん

し
ょ
う
）
を
基
準
と
し
た
生
き
方
を
せ
よ
」
と
説
（
と
）

い
て
い
ま
す
。 

私
ど
も
は
、
神
様
の
子
供
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
神
様
か
ら
美
し
い
体
と
心
を
頂
い
て
い

る
の
で
す
。 

度
会
さ
ん
の
仰
（
お
っ
し
ゃ
）
っ
て

い
る
こ
の
「
本
性
（
ほ
ん
し
ょ
う
）」
と
は
、
宮
司

プ
レ
ス
第
八
十
二
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
）
に
も

掲
載
し
ま
し
た
が
、
神
様
の
心
、
明
き
清
き
誠
の
心
、

そ
の
心
で
日
々
生
活
を
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説

い
て
い
る
の
だ
と
解
釈
（
か
い
し
ゃ
く
）
し
て
い
ま

す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
世
の
中
の
汚
れ
た
も
の
を

見
た
り
聞
い
た
り
、
触
れ
た
り
、
嗅
い
だ
り
、
吸
っ

た
り
、
思
っ
た
り
と
、
本
性
を
損
な
い
、
本
性
を
基

準
と
し
な
い
生
き
方
を
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。 

そ
れ
は
、
人
間
に
は
六
根
（
ろ
っ
こ
ん
）
と
い
う
、

目
・
耳
・
肌
・
鼻
・
口
・
意
（
こ
こ
ろ
）
が
あ
る
か

ら
で
す
。 

六
根
が
け
が
れ
て
も
、
心
を
け
が
さ
な

い
、
本
性
を
損
な
わ
な
い
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。 

◇
本
性
を
損
な
わ
な
い
、
本
性
を
基
準
と
し
た
生
き

方
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

宮
司
プ

レ
ス
第
八
十
八
号
（
平
成
二
十
五
年
十
月
）
に
も
記

述
し
ま
し
た
が
、
建
武
（
け
ん
む
）
の
中
興
（
ち
ゅ

う
こ
う
）
の
英
主
（
え
い
し
ゅ
）
で
、
第
九
十
六
代

後
醍
醐
天
皇
（
ご
だ
い
ご
て
ん
の
う
）
は
、 

「
み
な
人
の 

こ
こ
ろ
も
み
が
け 

千
早
ぶ
る 

 
 

神
の
か
が
み
の 

く
も
る
時
な
く
」 

と
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。 

「
千
早
ぶ
る
」
は
、
神
に
か

か
る
枕
詞
（
ま
く
ら
こ
と
ば
）
で
す
。 

す
べ
て
の
人

は
、
生
ま
れ
た
時
に
は
純
真
赤
子
（
清
き
明
｛
あ
か
｝

き
子
）
で
あ
り
ま
し
た
が
、
神
様
の
子
供
だ
か
ら
当
然

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
様
々
な
生
活
環
境
に
よ
っ
て

色
々
の
色
が
つ
き
ま
す
。 

こ
の
色
の
中
で
も
変
な
色

は
ふ
き
と
り
、
本
来
の
純
真
赤
子
の
心
、
本
性
を
見
失

っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
の
た
め
に
後
醍
醐
天
皇
は
、

神
の
鏡
が
曇
る
時
が
な
い
よ
う
に
、
人
も
心
を
磨
い
て

変
な
色
に
そ
め
る
な
、
曇
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
の
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よ
う
な
心
を
持
て
る
よ
う
つ
と
め
な
さ
い
と
説
い
て

い
ま
す
。 

神
様
に
向
き
合
い
ま
す
と
、
曇
り
の
な
い

鏡
を
見
る
わ
け
で
す
か
ら
、
神
の
心
に
照
ら
し
て
反
省

の
念
を
常
に
持
つ
こ
と
が
、
自
分
の
心
の
汚
れ
を
毎
日
、

ふ
き
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

ま
さ
に
、
本
性
を

損
な
わ
な
い
心
構
え
で
す
。 

さ
ら
に
、
神
様
の
心
、

明
き
清
き
誠
の
心
、
そ
の
心
で
日
々
生
活
を
す
る
、

本
性
を
基
準
と
し
た
生
き
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

つ
ま
り
、
日
々
、
月
々
、
季
節
毎
の
「
祭
り
」

は
、
心
の
炭
酸
ガ
ス
を
吐
き
す
て
て
、
神
様
の
元
気
を

吸
う
と
い
う
、
い
わ
ば
、
呼
吸
で
す
。 

 
そ
し
て
、

一
年
に
一
度
の
秋
季
例
大
祭
は
、「
深
呼
吸
」
な
の
で

す
。 

今
あ
る
命
に
感
謝
を
捧
げ
る
こ
と
が
で
き
て

共
々
に
手
を
た
ず
さ
え
て
深
呼
吸
が
で
き
る
、
私
は
、

こ
の
こ
と
が
、
明
日
と
明
後
日
の
例
大
祭
の
一
番
の
御

利
益
だ
と
考
え
ま
す
。 

神
性
を
受
け
た
存
在
で
あ
る

本
性
を
取
り
戻
し
、
損
な
い
を
軌
道
修
正
し
、
そ
の
正

し
い
本
性
を
基
準
と
し
た
生
き
方
を
す
る
こ
と
を
お

誓
い
す
る
の
が
、
「
祭
り
」
で
す
。 

例
大
祭
も
も
ち

ろ
ん
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
日
々
も
、
「
後
（
あ
と
）

の
祭
」
り
に
な
ら
ぬ
よ
う
お
つ
と
め
し
ま
す
。 

皆
様

の
ご
自
愛
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

八
月
、
九
月
の
祭
典
行
事
報
告 

▼
月
次
祭 

＊
八
月
一
日
、
十
五
日
、
九
月
一
日
、 

九
月
十
五
日 

 

▼
ま
ほ
ろ
ば
学
級 

＊
八
月
二
日 

▼
中
元
祭 

 

＊
八
月
十
日
～
十
五
日 

▼
朝
粥
会 

＊
八
月
二
十
一
日
、
九
月
二
十
一
日 

▼
若
宮
神
社
例
祭 

＊
九
月
四
日
～
五
日 

▼
福
浦
金
刀
比
羅
宮
月
次
祭 

＊
九
月
十
日 

▼
秋
季
祖
霊
祭 

＊
九
月
二
十
三
日 

 

※
家
の
宗
旨
が
神
道
の
方
の
合
同
の
霊
祭 

▼
観
月
祭 

*

九
月
二
十
七
日 

 

※
日
本
酒
を
楽
し
む
会
主
催
の
行
事
、
旧
暦
の
八 

 
 
 
 

 
 
 

月
十
五
日
「
仲
秋
の
名
月
」
に
斎
行 

◇
八
月
、
九
月
の
宮
司
の
行
事
会
議
等
活
動
報
告 

 

▼
八
幡
宮
関
係
団
体 

 
 

◆
維
蘇
志
会
例
会 

＊
八
月
八
日 

 
 

◆
神
道
会
世
話
人
会 

＊
八
月
二
十
三
日 

 
 

◆
秋
季
例
大
祭
企
画
室
会
議 

＊
八
月
二
十
八
日 

 
 

◆
彦
島
八
幡
宮
リ
ー
グ
打
合
せ 

＊
九
月
十
一
日 

 
 
 

※
第
四
回
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会 

 
 

◆
敬
神
婦
人
会
役
員
会 

＊
九
月
二
十
八
日 

 

▼
山
口
県
神
社
庁
、
同
下
関
支
部
関
係 

 
 

◆
神
職
養
成
講
習
（
直
階
）
検
定
講
習
会
の
神
社

神
道
概
説
と
い
う
科
目
の
講
義 

 
 
 

※
一
コ
マ
五
十
分
の
十
八
コ
マ
、
合
計
十
五
時

間
の
講
義 

 
 
 
 

＊
八
月
一
日
、
十
～
十
一
、
十
九
日
～
二
十
日 

 
 

◆
下
関
支
部
三
役
会 

 

＊
八
月
三
日
、
九
月
二
十
三
日 

 
 

◆
下
関
支
部
幹
事
会 

 

＊
八
月
四
日
、
九
月
二
十
六
日 

 
 

◆
支
部
大
麻
頒
布
対
策
会
議
、
三
役
会 

 
 
 

＊
八
月
二
十
一
日 

 
 

◆
神
職
養
成
講
習
会
階
位
検
定
会
議 

 
 
 

＊
八
月
二
十
六
日 

 
 

◆
神
職
養
成
講
習
会
謝
恩
会 

 

＊
八
月
二
十
六
日 

 
 

◆
神
社
関
係
者
大
会 

＊
九
月
四
日 

 
 

◆
山
口
県
八
幡
宮
会
研
修
旅
行 

 
 
 

＊
九
月
七
日
～
八
日 

 
 

◆
下
関
市
敬
神
婦
人
会
茶
話
会 

＊
九
月
二
十
五
日 

 

◆
山
口
県
神
社
庁
役
員
会 

＊
九
月
二
十
九
日 

 
 

◆
山
口
県
神
社
庁
神
宮
大
麻
頒
布
推
進
委
員
会
、
神

宮
大
麻
頒
布
始
祭 

＊
九
月
二
十
九
日 

 

▼
講
演
活
動 

 
 

◆
山
口
県
神
社
庁
教
化
講
師
養
成
研
修
会 

 
 
 

＊
九
月
二
十
九
日 

 

▼
教
誨
活
動
（
美
祢
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
） 

 
 

＊
九
月
十
四
日
（
集
合
男
子
）、
二
十
八
日(

集
合

女
子) 

 

▼
下
関
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
例
会 

 
 

＊
八
月
五
日
、
九
月
二
日
、
十
六
日 

▼
そ
の
他 

 

◆
防
火
管
理
者
講
習
会 

＊
八
月
六
日 

 

◆
玄
洋
中
同
窓
会
総
会 

＊
八
月
十
五
日 

 

◆
人
権
擁
護
委
員
研
修 

＊
八
月
十
八
日
～
十
九
日 

 

◆
リ
バ
ー
ス
彦
島
例
会 

＊
八
月
二
十
八
日
、
九
月
十
七
日 

 

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
研
修
会 

＊
九
月
十
七
日 


